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（
経
済
産
業
委
員
会
）

自
転
車
競
技
法
及
び
小
型
自
動
車
競
走
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六
五
号

（
先
議
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
競
輪
及
び
小
型
自
動
車
競
走
（
以
下
「
オ
ー
ト
レ
ー
ス
」
と
い
う

）
の
振
興
を
図
る
と
と
も
に
、
公
営
競

。

技
関
係
法
人
の
在
り
方
の
見
直
し
を
行
う
た
め
、
交
付
金
の
交
付
の
期
限
を
延
長
す
る
制
度
の
拡
充
を
図
る
ほ
か
、
公
営
競
技

関
係
法
人
の
業
務
を
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
に
行
わ
せ
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
主
な
内
容
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
第
一
条
（
自
転
車
競
技
法
）
及
び
第
三
条
（
小
型
自
動
車
競
走
法
）
に
よ
る
改
正
関
係

１

車
券
を
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
て
は
な
ら
な
い
者
か
ら
、
成
年
の
学
生
生
徒
を
除
く
。

２

勝
者
（
勝
車
）
投
票
の
的
中
者
に
対
す
る
払
戻
金
の
金
額
を
車
券
の
売
上
金
額
に
百
分
の
七
十
五
以
上
経
済
産
業
大
臣

が
定
め
る
率
以
下
の
範
囲
内
で
施
行
者
が
定
め
た
割
合
を
乗
じ
た
額
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
「
払
戻
対
象
総
額
」
と
い

う

）
を
勝
者
（
勝
車
）
に
対
す
る
車
券
に
按
分
し
た
金
額
と
す
る
。

。

３

勝
者
（
勝
車
）
投
票
法
の
種
類
に
重
勝
式
勝
者
（
勝
車
）
投
票
法
を
追
加
す
る
。
ま
た
、
重
勝
式
勝
者
（
勝
車
）
投
票

法
の
種
別
で
あ
っ
て
勝
者
（
勝
車
）
投
票
の
的
中
者
が
な
い
場
合
に
は
、
払
戻
対
象
総
額
を
そ
の
後
の
最
初
に
的
中
者
が
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あ
る
も
の
に
係
る
加
算
金
と
す
る
。

４

日
本
自
転
車
振
興
会
（
日
本
小
型
自
動
車
振
興
会
）
へ
の
交
付
金
の
交
付
の
期
限
の
延
長
を
し
よ
う
と
す
る
措
置
を
講

ず
る
期
間
を
三
年
か
ら
五
年
に
延
長
す
る
。

５

自
転
車
競
技
会
（
小
型
自
動
車
競
走
会
）
の
合
併
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
。

６

施
行
者
の
職
員
は
、
経
済
産
業
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
、
勝
者
（
勝
車
）
投
票
類
似
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

日
本
自
転
車
振
興
会
（
日
本
小
型
自
動
車
振
興
会
）
は
、
施
行
者
が
平
成
十
九
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
各

年
度
に
お
い
て
、
そ
の
前
年
度
に
行
っ
た
事
業
が
特
定
活
性
化
事
業
（
競
輪
場
（
オ
ー
ト
レ
ー
ス
場
）
の
改
修
そ
の
他
事

）

、

、

業
の
活
性
化
に
必
要
な
事
業

に
該
当
す
る
旨
の
経
済
産
業
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
は

施
行
者
の
申
請
に
よ
り

特
定
活
性
化
事
業
に
要
し
た
費
用
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
施
行
者
に
還
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
第
二
条
（
自
転
車
競
技
法
）
に
よ
る
改
正
関
係

１

経
済
産
業
大
臣
は
、
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
で
あ
っ
て
、
競
輪
関
係
業
務
に
関
し
一
定
の
基
準
に
適
合
す
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
に
一
を
限
っ
て
、
競
輪
振
興
法
人
と
し
て
指
定
で
き
る
。
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２

経
済
産
業
大
臣
は
、
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
で
あ
っ
て
、
競
技
実
施
業
務
に
関
し
一
定
の
基
準
に
適
合
す
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
競
技
実
施
法
人
と
し
て
指
定
で
き
る
。

三
、
第
四
条
（
小
型
自
動
車
競
走
法
）
に
よ
る
改
正
関
係

１

経
済
産
業
大
臣
は
、
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
で
あ
っ
て
、
小
型
自
動
車
競
走
関
係
業
務
に
関
し
一
定
の
基
準
に
適

合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
に
一
を
限
っ
て
、
小
型
自
動
車
競
走
振
興
法
人
と
し
て
指
定

で
き
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
で
あ
っ
て
、
競
走
実
施
業
務
に
関
し
一
定
の
基
準
に
適
合
す
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
競
走
実
施
法
人
と
し
て
指
定
で
き
る
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
二
の
規
定
は
平
成
二
十
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政

令
で
定
め
る
日
か
ら
、
三
の
規
定
は
平
成
二
十
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
施

行
す
る
。


